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○議長（茅沼隆文） 

 日程第２ 認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の細部説明を

担当課長に求めます。 

 保険健康課長。 

○保険健康課長（亀井知之） 

 認定第２号 決算認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成

２９年度開成町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員

の意見をつけて、認定を求めます。 

 平成３０年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

 それでは決算書の１６１ページをご覧ください。１６１ページになります。国民健

康保険特別会計歳入歳出決算総額、歳入、歳入予算現額１８億９，９２２万円、歳入

決算額２０億２，１２０万２，００３円。歳出、歳出予算現額１８億９，９２２万円、

歳出決算額１８億２，７８２万１，４７１円、歳入歳出差引額１億９，３３８万５３

２円、内金繰入額ゼロ円。 

 平成３０年９月４日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

 それでは、次のページをお開きください。歳入でございます。１款の国民健康保険

税から１１款諸収入まで、続いて１６６ページをご覧いただいて、歳出でございます。

１款の総務費から１６８ページの１１款予備費までで、右下の歳入歳出差引残額は１

億９，３３８万５３２円となります。 

 それでは詳細を御説明させていただきたいと思いますので、決算書の附属資料３３

８ページ、３３９ページをご覧ください。まず歳入でございます。平成２９年度の歳

入決算額合計は２０億２，１２０万２，０００円でございます。２８年度が２０億１，

９２０万１，０００円ですので、２００万１，０００円、０．１％の増となります。 

 １の国民健康保険税は３億５，７８３万２，０００円で、前年度より２，３４７万

円、６．２％の減となっております。所得割、資産割、均等割、平等割のいずれも前

年より減少しておりまして、これは被保険者数、世帯数の減少によるものと考えてお

ります。現年分、対繰分、あわせた調定額も前年度比、４．９％の減となっておりま

す。 

 被保険者数でございますが、平成２９年度末で３，４０４人、前年度末が３，５７

０人ですので、１６６人の減、年度平均で見ましても２９年度が３，４７７人、前年

度が３，７２５人ですので、２４８人の減となっております。 

 歳入で大きく伸びているのが、３の国庫支出金でございます。これは財政調整交付

金の交付額が伸びたことや、療養給付費等負担金、これの前年度精算金の収入があっ

たことなどによるものでございます。また、国保連が行う高額医療費の共同事業、そ

れと保険財政共同安定化事業により交付される、７番の共同事業交付金、こちらが前

年度比で９．２％の増となっております。これは高額医療費の伸びなどが主な要因と

考えられます。 

 また、被保険者数の減少に伴いまして、４の療養給付費交付金が減少しているほか、
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前期高齢者数の保険者間の偏在を調整するために、支払基金から交付される５の前期

高齢者交付金も減少してございます。 

 下段の歳出もご覧いただいて、２９年度の歳出決算額合計は１８億２，７８２万２，

０００円、前年度比で５，５２８万４，０００円２．９％の減となっております。 

 被保険者数の減少による、２の保険給付費の減少や保険者として拠出をしておりま

す、３の後期高齢者支援金等及び７の共同事業拠出金の減少が大きなものでございま

す。 

 なお、１０の諸支出金の増加は、剰余金の財政調整基金への積立によるものでござ

います。 

 それでは上段の歳入に戻っていただきまして、主なものを御説明させていただきま

す。１の国民健康保険税は、構成比が１７．７％、前年度より６．２％の減で、決算

額は３億５，７８３万２，０００円でございます。 

 次に、３の国庫支出金ですが、財政調整交付金の交付額の伸びや、療養給付費等負

担金の前年度清算金の収入により、決算額４億４，３１６万４，０００円と前年度よ

り１億円あまり増加をしております。 

 ４の療養給付費交付金と５の前期高齢者交付金の減については、先ほどの御説明の

とおりでございます。なお、被保険者のうち、前期高齢者は、平成２９年度末で１，

５９９人、前年度末よりも２３人の減となっております。 

 ７の共同事業交付金も、先ほどの御説明のように、高額療養費の伸びによるもので、

前年度比で３７９万９，０００円、９．２％の増加となっております。 

 続いて、歳出でございます。構成比で一番多いのは、２の保険給付費でございまし

て、１１億６，８９７万円、６４％の構成比率になります。被保険者の減により、前

年度比で２，７９４万４，０００円２．３％の減となっております。 

 次の３の後期高齢者支援金等は、１億９，８２９万７，０００円で、構成比で１０．

８％、金額で見まして、前年度比で８３０万７，０００円の減となっております。 

 ７の共同事業拠出金は、先ほどの御説明のとおりでございます。 

 全体的に見ますと、被保険者の減少に比べまして、療養費、高額療養費はあまり減

少しておらず、１件あたり、また一人あたりの費用額は上がっております。また、そ

の結果として、歳入の共同事業交付金の伸びが大きくなっております。 

 また歳出では、共同事業拠出金が大きくなっております。また、歳出では共同事業

拠出金が金額では前年度よりも減少しておりますが、依然として高額になっているこ

とから、県全体としても給付は大きくは減少していないのではないかと考えられます。 

 被保険者の状況を再度御説明させていただきます。３３９ページの一番下の経理関

係諸比率をご覧いただきまして、１の平均世帯数は２，１４０世帯、これは昨年度よ

りも７５世帯の減少、２の平均被保険者数は、３，４７７人で、昨年度より２４８人

の減少となっています。また、２９年度末の世帯数と被保険者数は、３４１ページの

一番下の参考に記載しておりますが、３行目の加入世帯数をご覧いただいて、２，０

９５世帯、前年より７０世帯の減、次の被保険者数は３，４０４人で、前年度より１
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６６人の減となっています。このように一般の世帯数も、被保険者数も減少をしてお

ります。 

 なお、加入率で見ますと、２９年度末は、１９．４％でございました。前年度２０．

７％ですので、マイナス１．３％となります。 

 続いて、３３９ページにお戻りいただいて、一番上の表、保険税の状況でございま

す。現年課税分は、調定額３億６，１７６万４，０００円に対し、収入額は、３億４，

５８９万４，０００円、収納率は９５．６％でございます。昨年９４．４％ですので、

１．２％の増でございます。 

 次の滞納繰越分は、調定額１億６６０万７，０００円に対し、収入額は１，１９３

万８，０００円で、収納率は１１．２％、昨年１２．６％ですので、マイナス１．４％

でございます。合計では、調定額４億６，８３７万１，０００円、収入額は、３億５，

７８３万２，０００円で、収納率７６．４％、前年度、７７．４％ですので、マイナ

ス１％となります。滞納繰越分の徴収減が影響しております。 

 続いて、応能割分である、１の所得割と２の資産割ですが、課税総額は記載のとお

りでございます。 

 構成比を見ますと、所得割が４２．１％、資産割が１２．３％でございますので、

応能割分合計は５４．４％でございます。前年度は、５５．０％ですので、マイナス

０．６％となります。所得割額が下がり、資産割額が上がっていることになります。 

 次の被保険者均等割は２７．１％、世帯別平等割は１８．５％ですので、応益割分

の合計は４５．６％になります。前年度よりも応益割の率が高くなりました。続いて、

中央の表、医療給付の状況ですが、療養の給付、療養費、高額療養費、出産育児諸費

等について、件数、費用額を記載しております。なお、金額は費用額でありますので、

給付額とは一致しておりません。 

 療養の給付件数は、６万４，６６３件、前年度より４，７６８件下がっております。

費用額も１８億７，８７６万１，０００円と、こちらは前年度よりも、３，９８８万

８，０００円の減となりました。療養費につきましては、件数、費用額とも前年度よ

りも増となり、件数は１，２９２件で２８件の増、費用額は、１，４５７万５，００

０円で、９３万６，０００円の増でございます。その他の給付では、高額療養費の件

数が増加し、２，２０９件と、前年度より１０８件増、費用額は１億３，６３６万５，

０００円で、２５５万６，０００円の減となっていますが、被保険者の減少に比べ、

高額療養費が下がっていないことが分かります。 

 では、続きまして、説明資料をご覧いただきたいと思います。説明資料の８０ペー

ジ、８１ページをご覧ください。８０ページ、歳入でございます。まず、国民健康保

険税の一般被保険者国民健康保険税でございます。 

 一番上の一般の医療給付分の現年度分の収納率は９５．８％、前年度比、プラス１．

４％でございます。次の一般の後期高齢者支援金分の現年度分は、収納率９５．７％

で、前年度比プラス１．４％、次の滞納繰越分の現年度分は、収納率９２．６％で、

プラス２．０％となっています。 
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 次の滞納繰越分ですが、一般の医療給付分については、収納率１３．２％で、前年

度比マイナス１．５％、後期高齢者支援金分、介護納付金分は資料記載のとおりでご

ざいます。 

 なお、退職の現年度分、滞納繰越分につきましては、御説明は省略させていただき

たいと思いますが、不納欠損額について、一般分、退職分あわせて御説明をさせてい

ただきたいと思います。御案内とおり、国保制度の安定的な財政運営を主眼としまし

て、今年度より国保制度が都道府県単位に広域化されました。これまでも広域化も踏

まえまして、国保税の税率の改定、収納率の向上、国保資格の適正化、滞納者に対す

る相談、指導、また、法定外繰入金の減少などに取り組んできたところでございます。

不納欠損額につきましては、対象者の生活困窮や、居所不明、死亡、また財産調査の

結果、徴収が不可能と判断され、やむを得ず時効を迎えたものに対して、これまで計

上をさせていただきましたけれども、平成２９年度につきましては、国保の広域化を

契機として、国保財政の健全化の観点から、ある程度の欠損の整理を行う必要がある

と判断させていただき、対象者が居所不明、または死亡し、事実上徴収が不可能と考

えられるものについて計上をさせていただいたところでございます。 

 そのほかの生活困窮者等につきましては、引き続き折衝や調査等を行うこととし、

今回は計上をしておりません。その結果、例年よりも多い１，１００万円あまりの計

上となってございますが、引き続き滞納者との折衝に努め、徴収に努力してまいりた

いと考えてございます。 

 続いて、督促手数料は省略させていただいて、国庫支出金の国庫負担金でございま

す。現年度分の療養給付費負担金は、一般被保険者に係る療養の給付療養費、高額療

養費等及び介護納付金の納付に要する費用に対し、国が１００分の３２を負担するも

のでございます。 

 次の拠出金、負担金ですが、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金等の納付に要

する費用に対し、同じく国が１００分の３２を負担するもので、６，３３９万円あま

り、前年度比マイナス２．７％となっております。 

 次のページをご覧ください。高額医療費共同事業負担金でございます。高額医療費

共同事業拠出金２，１８８万７，０００円に対し、国の４分の１の負担分でございま

す。計算上は５４７万１，６８８円でございますが、概算交付分と精算額の差額３６

万９，３１２円は、今年度返納をする予定としております。 

 次に、特定健康診査等負担金です。特定健康診査等事業補助基準額５２４万円に対

する国の３分の１の負担分でございます。こちらも計算上は１７４万６，０００円と

なりますが、こちらも概算の交付額と精算額の差額となる不足分１４万８，０００円

は、今年度交付される予定となっております。 

 一つとんで、国庫補助金、財政調整交付金、普通調整交付金です。 

 国が全国的な医療費等の格差調整のため、調整対象需要額が調整対象収入額を超え

る時に交付されるものでございます。 

 次の特別調整交付金は、臓器提供パンフレット、ジェネリック医薬品パンフレット
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等の特別な事情により、支出を行ったことにより国から交付されるものでございます。 

 次の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は、平成３０年度の国保制度改革

に向けたシステム改修経費に対し、国が十分の１０分の１０で補助を行ったものでご

ざいます。 

 次の療養給付費等交付金、退職者医療費交付金ですが、退職保険者の医療給付費に

ついて、退職被保険者等による保険税を除いた額が支払基金から交付をされるもので

ございます。 

 一つとんで、次の前期高齢者交付金は、６５から７４歳までの前期高齢者の全国平

均の加入割合よりも加入割合が高い保険者に対して支払基金から交付をされるもの

で、前年度より３，１３８万円あまり減額となっています。 

 次に県支出金、県負担金、高額医療費共同事業負担金です。共同事業拠出金２，１

８８万７，０００円に対し、県の４分の１負担分となります。 

 次の特定健康診査等負担金は、事業補助基準額の５２４万円に対し、県の３分の１

の負担が原則でございますが、こちらには、前年度の精算金や３０年度の追加交付金

が入ってございます。 

 次に県補助金、財政調整交付金、普通調整交付金です。一般被保険者に係る療養給

付費分の県外調査に係る補助金で、前年度比プラス１４．８％でございます。 

 一つとんで、共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金です。交付基準額８０万

円を超える医療費を対象に、国保連から交付されるものです。前年度比３９．１％の

増となっています。 

 次の保険財政共同安定化事業交付金ですが、平成２７年度から全ての医療費が交付

対象となっており、国が定めた算定方式により交付されます。前年度比プラス６．９％

となっています。 

 一つとびまして、繰入金、他会計繰入金になります。一般会計繰入金のうち、保険

基盤安定繰入金、保険税軽減分は、保険税の被保険者の負担を軽減するために軽減対

象となった一般被保険者の数に応じて町に県から補てんされた分を一度一般会計に

収入し、特別会計に繰り出したものでございます。 

 次のページをご覧ください。次の保険基盤安定繰入金保険者支援分でございますが、

保険税の被保険者の保険税負担を軽減するために、低所得者を多く抱える市町村に対

し、国及び県から支援された分を一般会計に一度収入し、特別会計に繰り出している

ものでございます。 

 一つとんで、出産育児一時等繰入金です。出産育児一時金の３分２にあたる額を一

般会計から繰り入れております。 

 次に財政安定化支援事業繰入金です。低所得の被保険者が多い等の理由によりまし

て、国保財政に影響のある市町村について、国保財政の安定化、保険税負担の平準化

のために、一般会計から特別会計に繰り入れております。 

 次のその他一般会計繰入金は、医療費の増大に対応するために、一般会計から特別

会計に繰り入れております。昨年度比マイナス３．３％、金額では１２３万円あまり
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の減となっております。 

 以下、繰越金等は省略をさせていただきたいと存じます。 

 次のページをご覧ください。続いて、歳出になります。総務費の一般管理費ですが、

国保運営に必要な書籍等の購入や電算協働処理経費、レセプト点検員の賃金等を支出

しております。 

 次に連合会負担金です。国保連に対する市町村負担金を拠出しております。  

 次の賦課徴収費は、６月に賦課定をしている納税通知者の印刷、送付、収納処理に

係る経費でございます。 

 一つとんで、保険給付費の療養諸費、一般被保険者療養給付費です。一般被保険者

に対する療養の給付を行う経費でございます。被保険者の受診件数は、６万３，０９

０件、前年度よりも３，５００件あまりの減、金額では８６８万円あまりの減となっ

ております。その下の退職分は、退職被保険者の分でございまして、１，５７３減と

なります。こちらは前年度の２，７７３件から大きく減少しております。  

 続いて、一般被保険者療養費支払事業費です。一般被保険者に対して、医療費の償

還払や柔道整復師の療養費医療額の療養費の給付を行うものです。件数は１，２５１

件、前年度より４４件の増、金額も９２万円ほど増加をしております。その下の退職

分は４１件でございました。 

 一つ置いて、高額療養費、一般被保険者高額療養費支払事業費です。これは一般被

保険者の自己負担分につきまして、月単位で一定の限度額を超えた場合に、その超え

た分について、現金給付をするものでございます。件数は、２，１６４件、前年度比

で１６６件の増で、金額でも８１万円ほどの増となっています。 

 次の退職分は、４５件の支払いでございます。 

 四つとびまして、出産育児一時金支給事業費です。被保険者が出産した１７人に対

して、一時金、一人あたり４２万円を限度に支払いをしております。昨年は１６人で

ございました。 

 一つとんで、葬祭費支給事業費です。被保険者が亡くなられた際、葬儀を行った方

に対して１件７万円、３５名分を支給いたしました。昨年は２６名でございました。 

 次の後期高齢者支援金等ですが、広域連合が運営する後期高齢者医療制度の保険給

付費等に充てるために、各保険者の加入者数に応じて拠出するものでございます。前

年度比４％の減となっております。 

 次のページをご覧ください。次の前期高齢者納付金でございますが、６５から７４

歳までの前期高齢者が国民健康保険に多く加入しておりますので、負担の不均衡を調

整するために各医療保険者が加入者数に応じて負担を行うものでございます。 

 老人保健拠出金は省略させていただいて、介護納付金納付事業費でございます。介

護保険制度円滑に運営するために、保険者として納付金の拠出を行っているものでご

ざいます。前年度比で８．４％の減となっています。 

 次の共同事業拠出金、高額医療費拠出金支給事業費でございます。高額医療費の支

払いによる財政負担の緩和を図るために、保険者間の相互共済を目的として国保連へ
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拠出金を支払っております。前年度より２４％の減でございます。 

 一つとんで、保険財政共同安定化事業拠出金支給事業費です。県内の市町村国保の

保険税の平準化や財政の安定化を図るために、国保連へ拠出金の支払いを行うもので、

前年度比で７．５％の減、２，４２０万円あまりの減となっています。 

 次に保険事業費特定健康診査等事業費でございます。４０から７５歳未満の被保険

者に対して特定健康診査、特定保健指導を行う経費でございます。２９年度の特定健

康診査の受診状況は、人間ドック部分も含めて９３２人で、受診率は３８．４％とな

っております。 

 次に保険給付費でございます。医療費適正化事業として医療費の費用額等について、

年に４回通知をしております。また、１６１人に対して人間ドックの助成を行いまし

た。さらにジェネリック医薬品の活用に関するパンフレット等を購入し、周知をして

おります。ジェネリック薬品の推奨通知も年１回行っているところであります。 

 諸支出金については、還付金、国への献納金等、資料記載のとおりでございますが、

下から３行目、財政調整基金積立金として２，６００万円を積み立てをさせていただ

きました。この結果、２９年度町の基金残高は４，８７１万４，０００円となってお

ります。 

 最後に決算書に戻っていただきまして、１９６ページをご覧ください。１９６ペー

ジ、実質収支に関する調書となります。実質収支に関する調書、１、歳入総額２０億

２，１２０万２，０００円、２、歳出総額１８億２，７８２万２，０００円、３、歳

入歳出差引額１億９，０３８万円、４、翌年度へ繰り越すべき財源は０です。５、実

質収支額は１億９，３３８万円となります。 

 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 


